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午前９時２６分 委員会開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。定刻

前ですけども、おそろいですので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 改めまして、おはようございます。１２月１６日

になりまして、あと２週間ですね、今年も。ここま

で来ると１日１日が非常に大事なような気が改め

てします。そのうちの今日１日ですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、開会いたしますが、最初に、当局から、

野村行政管理部長の欠席について申出がありまし

たので、ご了承願います。 

 本日は、議案審査の終了後、日高振興局地域振興

課から報告事項がございますので、委員の皆さんは

ご承知おきをお願いしておきます。 

 委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダ、ホーム、総務委員会、総務０６．１２．１６が

本日の委員会のフォルダです。そこに本日の委員会

の資料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔、明瞭

に行っていただき、スムーズな議事進行にご協力を

お願いします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようにお願い

をしておきます。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、ア、委員会審査に入ります。 

 まず、第１０２号議案、豊岡市情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 ＤＸ・行財政改革推進課、若森課長、お願いしま

す。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ８５ペ

ージをご覧ください。第１０２号議案、豊岡市情報

通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の

一部を改正する条例制定について説明します。 

 本案は、豊岡市公共施設予約システムを導入する

こと等に伴い、指定管理者への申請、使用料の納付

に関する規定を整備すること及び行政手続のデジ

タル化を推進するため、所要の改正を行おうとする

ものです。 

 条例案要綱により説明します。８９ページをご覧

ください。 

 まず、豊岡市情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する条例の性格というか位置づけについて

説明します。市の例規には、手続に関する様々な規

定があります。例えば、所定の申請書を提出するこ

と、必要な書類を添付することなどです。公共施設

予約システムのようなデジタルツールを活用しよ

うとすると、これらの規定の改正が必要になります

が、施設ごとに条例や規則の規定を一つ一つ改正す

るととても大変です。そこで、この条例の規定を各

条例や規則の上にかぶせることによって、デジタル

ツール利用時の手続を一括して読み替えようとす

る、そういう条例でございます。 

 次に、改正の内容について説明いたします。 

 まず、（１）は、この条例の規定の対象に要綱を

加えるもの及び指定管理者に対してもオンライン

による申請等を行えるようにするものです。 

 （２）は、個人番号カードを利用して申請等にお

ける署名に代えることができるようにするもの及

び施設の使用料等をオンラインで支払いできるよ

うにするものです。 

 （３）は、対面で本人確認が必要な手続について

も本人確認以外はオンラインで申請できるように

するもの。 

 （４）は、個人番号カードを利用して情報を入手

できる場合は、添付書類を省略できるようにするも

のです。 

 ２の附則において、（１）で、この条例は、令和

７年２月１日から施行すること、（２）で、１、改

正の内容の（２）及び（３）の改正は、令和７年２

月１日以降に行われる申請等に適用し、それより前

の申請等は従前の例によることとしております。 

 ９０ページ以降に新旧対照表を添付しておりま
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すので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次は、第１０３号議案、刑法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課、山本参事。はい、どうぞ。 

○総務課参事（山本 慎二） ９７ページをご覧くだ

さい。第１０３号議案、刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定

についてご説明申し上げます。 

 本案は、刑法等の一部を改正する法律が令和４年

６月１７日に公布され、刑の種類のうち懲役及び禁

錮が廃止され拘禁刑に一本化されることから、その

施行日である令和７年６月１日より前にそれらの

文言が含まれる条例を改正するものでございます。 

 １０１ページの条例案要綱をご覧ください。改正

の内容につきましては、刑法の改正に伴う拘禁刑の

創設による所要の規定の整理を行うこととしてお

ります。 

 改正の必要のある条例は、（１）豊岡市職員の給

与に関する条例、（２）豊岡市非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例、（３）豊岡市情

報公開・個人情報保護審査会条例、これら３本にな

りますが、同じ目的で改正を行うものであるため、

１本の一部改正条例として制定するものでござい

ます。 

 附則第１項で、この条例は、令和７年６月１日か

ら施行することとしており、附則第２項から第４項

までにおいて、この条例の施行に係る経過措置を定

めるものでございます。 

 １０２ページ以降に新旧対照表を添付しており

ますので、ご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 質疑を打ち切りたいと思い

ますが、１つだけ聞いてもいいですか。（「どうぞ」

と呼ぶ者あり） 

 この条例の施行が来年の６月１日になっていま

すね。えらい中途半端なときだと思うんですけども、

何で６月ですか。 

 どうぞ。 

○総務課参事（山本 慎二） すみません、施行の日

にちが６月１日というところまでちょっと、すみま

せん、また確認させていただきたいと思います。 

○委員長（村岡 峰男） 総務部長。 

○総務部長（宮代 将樹） ６月１日というのは、刑

法等の一部を改正する法律が２０２２年６月１７

日に公布されたんですが、この施行日が来年６月１

日ということなっておりますので、法の施行に合わ

すということです。よろしくお願いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。よ

って、第１０３号議案は、原案のとおり可決すべき
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ものと決定しました。 

 次は、第１１１号議案、豊岡市立市民センターの

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 城崎振興局地域振興課、山根課長。はい、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課長（山根 哲也） １５５ペ

ージをご覧ください。第１１１号議案、豊岡市立市

民センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例制定についてご説明をいたします。 

 本案は、本年９月３０日の城崎市民センターの集

会室の廃止や、来年３月３１日の城崎健康福祉セン

ターの廃止など、城崎地域の会議室の減少により見

込まれる城崎市民センター大会議室の使用申込み

の増加に対応するため、その使用区分を見直すもの

です。 

 １５８ページの条例案要綱をご覧ください。改正

の内容は、城崎市民センター大会議室の使用につい

て、使用区分を各時間帯から１時間単位の時間設定

にするとともに、冷暖房を使用する際に加算する額

を含めることで、施行日は令和７年４月１日として

おります。現在の使用区分は、午前、午後、夜間と

なっておりますが、この枠丸々を使用されないケー

スもあり、利用額を１時間単位に細分化することで

使用可能枠を拡大し、利用者の増加にある程度対応

ができるようになります。また、近年の冷暖房使用

率は約９割であること、冷暖房使用料を施設使用料

に含めることにより、申請の内容と実際の利用状況

の違いによる追加納付等の事務手続の手間が省け

ることなどから、公共施設予約システムの利用、運

用も簡易になり、合理的かつ妥当であるとして使用

料に含めることとしております。 

 １５９ページの新旧対照表をご覧ください。現行

の備考２に記載されていますように、冷暖房を使用

する場合は、使用料の３割の額を加算としているこ

とから、１時間単位の使用料９００円のうち従来の

使用料は７００円で、冷暖房加算は２００円とし、

営利目的の使用の際は従来の使用料分７００円の

みを加算することとしております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。よ

って、第１１１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時３９分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３９分 分科会開会 

○分科会長（村岡 峰男） 総務分科会を開会します。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第１１８号議案、令和６年度豊岡市一般会計補正

予算（第６号）を議題といたします。 

 第１１８号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正、債務

負担行為補正及び地方債補正についてであります。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明を、次に、人事課から全体の人件費を含めて説

明をいただき、その後、組織順で各担当課から歳出

及び歳入等を一気に説明願います。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 まず、財政課から人事課、そして各課といきます

ので、まず、財政課、長谷川課長。 

○財政課長（長谷川幹人） ２１３ページをご覧くだ

さい。第１１８号議案、令和６年度一般会計補正予
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算（第６号）でございます。 

 第１条で歳入歳出それぞれ４億２，２３１万８，

０００円を追加しまして、総額を４９１億５，１１

６万４，０００円とするものでございます。第２条

で債務負担行為の追加及び廃止を、第３条で地方債

の変更を行っております。なお、この債務負担行為

につきましては、議案の訂正によりまして豊岡市民

会館改修基本設計業務を削除しておりますので、ご

留意ください。 

 本補正予算の概要ですが、職員の配置を反映した

人件費補正、事業費確定や確定見込みによる増減、

除雪経費などが主な内容となっております。 

 財源としましては、市税のほか特別交付税を充て

ておりまして、最終の財源調整は財政調整基金で行

っております。 

 続きまして、財政課所管分の説明です。 

 ２７０ページ、２７１ページをご覧ください。１

２款公債費の説明欄１段目の市債元金で、補正額は

６０４万５，０００円となっております。これは、

繰上償還によるものと、利率見直しによる償還元金

の増額といったことになっております。 

 その下、市債利子でございます。これにつきまし

ては、前年度の市債発行額の確定によるものと、利

率見直しによる償還利子の減額でして、マイナス４，

０１７万３，０００円というふうになっております。 

 続きまして、歳入です。戻っていただきまして、

２２６ページ、２２７ページをご覧ください。１２

款地方交付税の説明欄の特別交付税でして、除雪経

費相当額の３億２，８３５万７，０００円を計上し

ております。また、今回の補正の収支調整としまし

て２億６，０００万円の減額につきましては、２３

０ページ、２３１ページ、一番下の枠、２０款繰入

金の１段目、財政調整寄金で行ってるということに

なります。 

 説明は以上でございますが、１点だけ補足説明が

あります。報道等でご承知のとおり、国の経済対策

がどうもあした、１２月１７日に成立するという見

込みらしいです。これがまだちょっと詳細が分から

ない部分ありますので、詳細が判明しましたら速や

かに補正予算を編成したいというふうに考えてお

りますので、またご協力お願いしたいというふうに

考えてます。以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、人事課。はい、

どうぞ。 

○人事課長（岡  亮吾） 一般会計補正予算（第６

号）に係る人件費の補正につきましてご説明いたし

ます。 

 事前にお配りしています、令和６年度人件費１２

月補正予算の主な理由（一般会計）の資料をご覧く

ださい。 

 それでは、費目ごとに説明いたします。 

 報酬につきましては、５０９万９，０００円の減

額としています。主な要因としましては、パートタ

イム会計年度任用職員に係る未採用月数分の減額

によるものです。未採用月数分とは、当初予算で１

年間分の予算を組んでいますが、実際の採用は４月

当初からではなく年度途中の採用となった場合や

採用できなかった場合に採用できなかった経過月

数分が不用となりますので、その分を減額するもの

です。 

 次に、給料につきましては、３，８５７万５，０

００円の減額としています。主な要因としましては、

フルタイム会計年度任用職員に係る未採用月数分

の減額と、育児休業、休職等による不用分の減額に

よるものです。 

 手当につきましては、３８６万３，０００円の減

額としています。時間外勤務手当の増額、各種手当

の随時異動等による増額、会計年度任用職員に係る

不用分の減額、育児休業等に伴う不用分の減額を反

映したものとなっております。 

 共済費につきましては、１，０９６万２，０００

円の減額としています。会計年度任用職員に係る未

採用月数分、育児休業等による不用分の減額で、報

酬、給料を減額したことによって生じる共済費の減

額を反映したものです。 

 最後に、負担金につきましては、２８１万３，０

００円の減額となっています。退職手当組合の負担

金、互助会負担金の減額によるものです。主な内訳
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は、フルタイム会計年度任用職員の未採用月数分と

育児休業等に係る退職手当負担金の減額によるも

のです。 

 全体としまして、人件費６，２１２万２，０００

円の減額をお願いするものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、議会事務局、坂

本次長。 

○事務局次長（坂本英津子） 議案書の２３５ページ

をお願いいたします。一番上の枠、議会費です。９

月に木谷議員がご逝去されたことに伴いまして、議

員に係る人件費として議員報酬、議員期末手当につ

いて合計３０９万２，０００円を、また、その下に

なりますが、議会運営活動費の政務活動費を６万円

減額するものでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、ＤＸ・行財政改

革推進課長。はい、どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ２３７

ページをご覧ください。上から３つ目の事業、ＤＸ

推進事業費の起業人派遣負担金です。この事業は、

総務省の地域活性化起人制度を活用し、企業から社

員の派遣を受けるものです。調整中なので企業名等

はお知らせできないのですが、お付き合いのある企

業から、早ければ今年度中に派遣を開始したいとの

申出を受けておりますので、その社員の給料等の一

部を負担金として当該企業に支払う予算を計上し

ております。地域活性化起業人制度では、派遣され

た社員１人当たり年間５６０万円まで特別交付税

で措置されます。派遣される社員の給料等はこの金

額を上回る見込みですが、上回る部分は派遣元の企

業が負担することで合意しております。よって、負

担金は全額特別交付税で措置されるものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、危機管理課、木

下課長。 

○危機管理課長（木下 喜晴） では、２２８ページ

をお開きください。歳入になります。中段のところ

でございますが、県支出金の県負担金の８の消防費

県負担金でございます。こちらでございますが、能

登半島地震における２０２３年度に実施しました

支援活動のうち、石川県が負担することとなった費

用を収入するものでございます。内訳としましては、

石川県七尾市から広域避難をされております被災

者の方へ寝具や被服などの生活必需品を給与いた

しました４万１，１００円と、水道、給水活動を行

った救援事務費の８１万２，８４２円の計８５万３，

９４２円の１，０００円未満切り捨てた８５万３，

０００円を歳入として計上したものでございます。 

 続きまして、２６０ページをお開きください。歳

出になります。一番下の枠になります。災害対策費

で８１万３，０００円を計上しております。こちら

につきましては、先ほど説明いたしました能登半島

地震における支援活動のうち、給水活動にかかった

費用を水道事業会計に支出するために補正をお願

いするものでございます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、総務課、太田垣

課長。 

○総務課長（太田垣健二） ２３５ページをご覧くだ

さい。下側の表の１つ目の説明欄でございます。下

から３行目、一般管理費の業務委託料、物品移転業

務でございます。これは、豊岡市岩井にあります旧

清掃センターが豊岡道路（Ⅱ期）工事に伴いまして

２０２５年度中に解体、除却される予定となってい

ることから、同センター内に保管をしております文

書類等を新たな保管先であります旧寺坂小学校ま

で移転させるための業務委託料でございます。この

たび移転が完了いたしまして事業費が確定したこ

とから、１５４万１，０００円を減額するものでご

ざいます。 

 同じく２３５ページの下側の表の上から２つ目

の説明欄、１行目の庁舎管理費でございます。まず、

投資委託料、実施設計でございますが、これは蛍光

灯の２０２７年度問題、また、電気料金の削減に対

応するとともに、本市の脱炭素化に向けた率先行動

の一環といたしまして、２０２４年度、２０２５年

度の２か年度で実施をいたします本庁舎外１棟、こ
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れは稽古堂のことでございますけども、照明設備の

ＬＥＤ化改修事業に伴います実施設計委託料でご

ざいます。このたび実施設計が完了いたしましたの

で委託料が確定したということで、６９万３，００

０円を減額するものでございます。 

 次に、その下の整備工事費、庁舎等でございます

が、これは同事業に伴いまして、２０２４年度支払

い予定分の工事費４，４２０万円でございます。 

 続きまして、２４１ページをご覧ください。２４

１ページの下の表、１つ目の説明欄の人件費及び全

国家計構造調査費でございます。このたび全国家計

構造調査事務委託金につきまして、１１７万３，０

００円の交付決定がございましたので、現計予算と

の差額９，０００円につきまして、交付決定額に合

わせて調査員報酬を５，０００円、事務費として通

信運搬費を４，０００円それぞれ増額させていただ

くものでございます。 

 続きまして、歳入でございます。２３１ページを

ご覧ください。一番上の表の２つ目の説明欄、全国

家計構造調査事務委託金でございます。これは先ほ

ど歳出の際に説明申し上げましたけども、全国家計

構造調査費に係る県からの委託金と合わせまして

現計予算との差額９，０００円を計上しております。 

 続きまして、２３３ページをご覧ください。２３

３ページの下の表、１つ目の説明欄、庁舎整備事業

債、本庁舎は、先ほど歳出の際に説明をいたしまし

たが、本庁舎外１棟照明設備ＬＥＤ化改修事業に係

る実施設計委託料の確定及び２０２４年度支払い

予定分の工事費の予算計上によりまして、市債の額

を３，９２０万円増額するものでございます。なお、

起債の種類は、脱炭素化推進事業債を充てることに

しております。 

 続きまして、債務負担行為補正でございます。２

１７ページをご覧ください。第２表、債務負担行為

補正の上から５段目、本庁舎外１棟照明設備ＬＥＤ

化改修事業でございます。これは、同事業の早期着

手、早期完了によりまして電気料金及びＣＯ２排出

量の削減効果をいち早く得るため、期間を令和７年

度、限度額を２０２５年度支払い予定分の工事費及

び施工管理委託料合わせまして６，９８０万円とし、

追加設定をさせていただくものでございます。 

 最後に、地方債補正でございます。２１９ページ

をご覧ください。第３表、地方債補正、３行目、庁

舎整備事業費、本庁舎でございます。これは、先ほ

ど歳入の際に説明をいたしました市債の増額に関

連いたしまして、本庁舎外１棟照明設備ＬＥＤ化改

修事業に係る実施設計委託料の確定及び２０２４

年度支払い予定分の工事費の予算計上によりまし

て、４，２１０万円増額変更するものでございます。 

 総務課からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、地域づくり課、

井上課長。どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） ２３９ページをご

覧ください。一番上になります、地域おこし協力隊

推進事業費で減額する業務委託料２，２４８万円の

うち、地域づくり課分は１，７６９万３，０００円

になります。協力隊員の採用に至らなかった３名分

と、途中解職に伴い減額するものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、続いて、多様

性推進・ジェンダーギャップ対策課の木内課長。 

○多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長（木内 純

子） まず、歳出ですが、２３６ページ、２３７ペ

ージをご覧ください。一番下の枠、地方創生推進事

業費の多文化共生推進事業費５１万４，０００円で

す。２０２５年度に多文化共生推進プランの計画期

間が満了となることから、第２次多文化共生推進プ

ランを策定するため、外国人市民、日本人市民、市

内事業所にアンケート調査などを実施します。アン

ケート調査の実施に当たっては、２０１９年度から

神戸大学との共同研究で実施した、外国人住民に関

する調査研究と比較するため、今回も神戸大学と共

同で多文化共生推進の成果や課題等を調査研究し、

第２次プランに反映させます。今年度は、調査の設

計と調査表の印刷を行うための負担金を計上して

います。 

 次に、ジェンダーギャップ解消推進事業費１１２

万４，０００円です。こちらも２０２５年度にジェ
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ンダーギャップ解消戦略の前期計画期間が満了と

なることから後期プランを策定するため、アンケー

ト調査等を実施します。２０２１年度に実施した市

民対象の暮らしの中の性別役割分担の実態と意識

調査及び市内事業所対象の働きやすく働きがいの

ある職場づくりに向けた事業所調査と同様の調査

を行い、ジェンダーギャップ解消の取組の成果を確

認するとともに、後期プランに反映させます。今年

度は、前回と同じ事業者にアンケートの調査設計の

業務を委託する費用と調査表の印刷代を計上して

います。 

 次に、歳入です。２２８ページをご覧ください。

国庫支出金の５行目、デジタル田園都市国家構想交

付金、地方創生タイプ４６万９，０００円です。こ

ちらにつきましては、先ほどの多文化共生推進事業

費とジェンダーギャップ解消推進事業費の歳出１

６３万８，０００円に対して２分の１の８１万９，

０００円が交付金として充当されるものですが、ふ

るさと教育推進事業費を減額補正されていること

から、その分を差し引きした金額となっています。 

 次に、債務負担行為です。２１７ページをご覧く

ださい。第２表の債務負担行為補正ですが、９行目

の多文化共生に関する共同研究事業４６６万９，０

００円、１０行目のジェンダーギャップ解消推進に

関する調査研究事業５５５万３，０００円を計上し

ています。これは、先ほど説明したアンケート調査

の設計を来年１月から実施し、２０２５年度は引き

続きアンケート調査表の発送、ヒアリング調査、分

析等を行うための費用となっています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） では、続いて、税務課、

中奥課長。 

○税務課長（中奥  実） では、２３９ページをご

覧ください。説明欄中段、下の賦課徴収事務費です。

業務委託料として３４０万４，０００円補正してお

ります。これは、軽自動車関係のシステムにおいて

小型二輪と軽二輪が電子化の対象に追加されるこ

とを受けまして、対象車種追加の対応のため基幹シ

ステムの改修を行おうとするものです。 

 次に、歳入です。２２６ページをご覧ください。

一番上、市税の個人市民税について、賦課決定額に

基づき１億２，０００万円増額し、３１億３，６０

０万円としております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） じゃあ、次は、日高振興

局地域振興課、吉田課長、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） まず、歳

出について説明します。２３７ページをご覧くださ

い。説明欄、上から４つ目のくくり、庁舎管理費の

実施設計の投資委託料です。今年度、日高庁舎の脱

炭素化とユニバーサルデザイン化改修事業の設計

業務に取り組んでおります。このほど業務完了見込

みとなり、不用額７８６万円を減額するものです。 

 続いて、歳入です。２３３ページをご覧ください。

説明欄３つ目の大きなくくりの上段、庁舎整備事業

債の日高庁舎です。先ほど歳出で説明しました日高

庁舎改修設計業務委託料の減額に応じて７３０万

円を減額するものです。 

 最後になります、地方債の補正です。２１９ペー

ジをご覧ください。２行目、庁舎整備事業債の日高

庁舎です。歳入の説明と同様、精査しております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 次は、選管監査事務局、

中川課長。はい、どうぞ。 

○選管監査事務局長（中川 光典） 議案書の２３０、

２３１ページをご覧ください。一番上の説明欄にあ

ります、兵庫県知事選挙事務委託金４５０万円の収

入です。これは、今回の県知事選挙のポスター掲示

場の枠数が当初は１０枠程度で設置する想定でし

たけども、これを大きく上回り、県の選挙管理委員

会のほうからの指示によりまして最終的に２４枠

の作成となったため、予算が不足する状況となりま

した。このため、必要な増額分の予算については予

備費で対応させていただき、これに伴う収入分につ

いては、ご覧の記載のとおり兵庫県からの委託金で

賄われるというものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 
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 質疑はありませんか。ないですか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） ＬＥＤの脱炭素のことで説明

をいただきました。本庁舎とか日高庁舎のほうでや

ったということですけど、どれぐらい全体的に進ん

でいるか、ちょっとその辺の情報を教えていただき

たいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 先ほどの説明の際にも申

し上げましたけど、実施設計が完了いたしまして、

今回補正がお認めいただけましたならば、年が明け

て２月ぐらいには入札に迎えそうな予定で進めよ

としてるところでございます。 

○委員（西田  真） じゃあ、市全体の進捗状況い

うんか、その辺は。 

○総務課長（太田垣健二） 全体ですか。 

○委員（西田  真） うん。その辺の見込みも含め

てね、豊岡市全体の、本庁舎とか振興局も含めて、

市全体でＬＥＤ化が完了する予定とか、その辺の将

来的な見通しも教えていただきたいということを

お聞きしておるんです。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） すみません、総務課の庁

舎管理、本庁舎の状況で、私のうろ覚えの記憶で竹

野はもうＬＥＤ化が、まだでしたっけ、日高が今、

向かおうとしてるみたいなところです。 

○委員（西田  真） 今は日高と本庁舎ですけど、

今聞きたいのは、全体のことをちょっとお聞きした

いということを言っておるんですけどね。 

○総務課長（太田垣健二） 全体のことについては、

総務課ではちょっと把握をいたしておりません。す

みません。 

○委員（西田  真） 分からないですか。誰から分

かる人っていないですかね、この中で。 

○分科会長（村岡 峰男） ありませんか。分かる人

は。どうも分かるのはここしかないんで。 

○委員（西田  真） 議案のやつでは当然それでい

いんですけどね、やっぱり全体的なこともちょっと

議員としては教えていただきたいんで、その辺の情

報を共有していただきたいということをお聞きし

ておるんで、今、即答できれへんなんだら、ちょっ

と委員長のほうに情報を出してください。大丈夫で

すかね。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 確認をいたしまして、委

員長のほうに提出させていただきます。 

○委員（西田  真） よろしくお願いします。議案

の話は当然、今してもらったらいいんですけどね、

その辺も含めての情報も持ってきていただければ

非常にありがたいなと思いますんで、今後よろしく

お願いしたいと思います。 

 あと、地域おこし協力隊の分ですけど、２３９ペ

ージ、途中退職とか３人が不採用とかそういう話で

したけど、もうちょっと詳細を教えていただければ

と思います。１，７６９万円の分でしたかね。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） １名分の予算で４

７８万７，０００円、これが１名分でございますの

で、これの３名分と、それとあと途中解職の方が２

０２４年５月まで４、５、二月分だけであとは解職

となりましたので、この方が３３３万２，０００円

ということで、合計が１，７６９万３，０００円と

なっております。 

○委員（西田  真） ありがとうございます。この

途中で辞められた理由というのをお聞きされてま

すか。ちょっと教えてください。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） ご本人が次のステ

ップのためにというふうに聞いております。 

○委員（西田  真） いや、そんなもん、次のステ

ップいうのはもうそうなんでしょうけど、それ以上

のことは何もお聞きされてませんか。例えば豊岡で

就職する、起業するためとか、そういうことは何か

聞かれてませんか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） 残念ながら豊岡に

は今おられないというふうに聞いております。ただ、

いろいろこちらでイベントがあるときには来られ

ているというふうに聞いておりますので、実際に豊
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岡から離れて自分のされたいことを先にされたと

いうことで聞いております。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） ３名分の、４７８万円掛ける

３名ということでしたけど、その３名分、これは不

採用でしたかね。その辺のお申込みがなかったいう

理由も何か聞いておられますか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） ３名分につきまし

ては、応募がなかったのではなくって、応募はあっ

たんですけれども、面接を通じて受入れ団体と思い

が違ったというか、受入れ団体のほうから採用の選

考のほうで落としたということでございます。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） それは採用のほうの情報の提

供が少なかったということですかね。申込みはあっ

たんですけど、採用のほうが断ったいうことは、情

報の提供はあんまり詳細にできてなかったいうこ

とでしょうか、どうでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） そうですね、極力

こういった事業をお願いしますということで具体

的には出すんですけども、やはり来て実際に受入れ

団体と会ってみて話を聞く中でちょっと違うなと

いうことを感じられる方もいらっしゃいましたし、

あるいは、そのまま受けるんですけれども、どうも

受入れ団体からして、この方を採用しても恐らくう

まくいかないだろうなと思われたパターンもござ

いましたので、そのようなことで採用に至らなかっ

たということでございます。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（西田  真） いろんなパターンは当然ある

と思いますけど、せっかく豊岡市に地域おこし協力

隊で頑張って来ようと思っとる人に対して、採用側

がこの人は駄目ちゅうのはなかなか厳しいなと思

うんですけど、よっぽどのことがあったんでしょう

けど。極力そういうのはないように、情報提供も詳

細にしていただいて、応募する人、採用する人が、

情報が一致して、せっかく豊岡市に来たいというこ

とですから、その辺を採用するような十分な情報量

を詳細に出していただきたいと思いますけどいか

がでしょうか、今後のことですけど。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○地域づくり課長（井上 靖彦） おっしゃるとおり、

本当に何をしてもらいたいのか、受入れ団体が何を

望んでいるかというのは詳細に伝えられるように

努力は今後もしていきますし、一方で採用、募集が

１名あったからといって、せっかく採用と言ってる

んですけれども、せっかく応募してもらったのでと

いうことで、ちょっと違和感があるけど採用しよう

ということになると、やはりそこでミスマッチが生

まれやすい状況にもなりますので、委員おっしゃら

れるようにたくさんの、なるべく詳細をお伝えして

たくさん応募をいただいて、その中で選べるように

今後も努力してまいります。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 あともう１点だけ、税務課のほうで基幹システム

の改修、軽自動車税の関係でしたけど、これは、ど

ういうことでこの基幹システムの改修をされたん

でしょうか。説明があったとは思うんですけど、ち

ょっと聞き漏らしたかも分かりませんので、ちょっ

と詳細に教えてください。 

○税務課長（中奥  実） このたびうちで軽自動車

関係のシステム、軽ＯＳＳと軽ＪＮＫＳという２つ

のシステムがあるんですけども、そのシステムのほ

うで小型二輪の電子化、あと、小型二輪の電子化も

その元のシステムでできるようになる、それに合わ

せてうちの基幹のシステムの追加改修を行うとい

うものです。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（西田  真） ありがとうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方、続いてどうぞ。

はい、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） ６年度、人件費の関係で、６，

２１２万２，０００円の補正額の削減がありますけ

ども、内容見ますとフルタイム会計年度任用職員の
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未採用分というのが結構大きな金額になってるか

なと思いますけども、四、五名分ですかね、採用し

てないということでしょうけども、これの理由とい

うのは何か、計画から変更された理由ですね、教え

てください。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、課長。 

○人事課長（岡  亮吾） お答えいたしますと、会

計年度のパートタイム、フルタイム、いずれにしま

しても募集のほうはかけてはいるんですが、特に会

計年度のフルタイムについては今回、９月補正で５

３人上げてたんですけど、１０人減ということで、

４３人という枠で対応したいというふうに思って

います。といいますのは、なかなか募集をかけてい

ましても申込みがないというようなことがござい

まして、１０名分を落としたというような形になっ

ております。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。 

○委員（岡本 昭治） そうですね、１０名というと

結構な人数かなと思いますけども、理由は、募集し

てたけども来られなかったいうのは向こう側の都

合なのか、こちらの不具合とか都合じゃないという

ことですね。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○人事課長（岡  亮吾） 広報のほうで募集を周知

ということは行っているんですが、なかなか応募が

されないというようなことで減額をしたというこ

とになっております。 

○委員（岡本 昭治） ありがとうございます。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかどうぞ。 

 はい。 

○委員（前野 文孝） ＬＥＤ化についてお伺いした

いんですけども、本庁舎と日高庁舎、日高振興局と、

大体電気代はどれぐらい、何％ぐらいカットされて、

それぞれの金額はどれぐらい削減できそうかとい

うのを、今幾らかかってるのがどれぐらいになるの

かというのを教えていただけますでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○総務課長（太田垣健二） 本庁舎分でございますけ

ども、一応、メーカーから聞いておりますのは年間

約６００万円程度、電気代は安くなるのではないか

ということでございます。したがいまして、それに

比例いたしまして主要電力も６０％程度下がると

いうことをメーカーのほうから聞いてる状況でご

ざいます。本庁舎については以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 現在、日

高庁舎の脱炭素化事業に係る設計業務に取り組ん

でおりまして、この改修内容についてはＬＥＤ照明

と内断熱改修、高効率の空調、全熱交換器、これを

行ってエネルギー消費量４０％ぐらい減るという

見込みで設計業務に取り組んでおります。電気使用

料だとか電気代につきましては、ちょっと詳細は把

握し切れておりません。 

 説明は以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（前野 文孝） できれば金額ベースでもつか

んでおいていただければ、来年の予算もあるでしょ

うし、お願いしたいなということと、これだけ下が

るんであればぜひほかの庁舎にも展開していただ

ければなというふうに思っています。これは意見と

して。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかにどうですか。いいですか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。

よって、第１１８号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で委員会に付託及び分科会に付託されまし
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た案件の審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、当局の皆さん

は、吉田日高振興局地域振興課長を除いて退席いた

だいて結構です。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。再開は１０時２５分。 

午前１０時１５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時２０分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） 休憩前に引き続き委員会を

再開します。 

 これより４番の報告事項、（１）日高庁舎脱炭素

化・ユニバーサルデザイン化改修事業についてに入

ります。 

 説明お願いします。 

 日高振興局地域振興課、吉田課長、お願いします。

どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 貴重なお

時間いただきありがとうございます。日高庁舎脱炭

素化・ユニバーサルデザイン化改修事業について説

明します。先ほど補正予算でも触れましたが、今年

度、日高庁舎の改修事業の設計業務に取り組んでお

り、このほど設計内容がおおむね決まりましたので、

その概要を説明します。 

 報告資料をご覧ください。日高庁舎は、１９８１

年１０月の竣工以来、旧日高町時代から日高地域の

行政の中心として役割を果たしておりますが、築４

３年が経過し、外構をはじめトイレや照明、空調な

どの設備も老朽化が進行するなど、大規模改修が必

要となっています。このため、今年度において老朽

化対策のほか、庁舎の脱炭素化、ＺＥＢ化と施設の

ユニバーサルデザイン化を図る改修のための設計

作業に取り組んでいるところです。 

 まず、庁舎の脱炭素化、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙを目

指すこととして、設備容量の最適化とダウンサイジ

ングを行います。また、エネルギーを減らすための

省エネ技術を導入します。具体的には、高効率空調

機への更新、照明器具のＬＥＤ化、断熱効率を上げ

るための内断熱補強を行います。これらのことによ

りエネルギー消費量の削減を行います。 

 次に、庁舎及び外構のユニバーサルデザイン化を

図る内容です。具体的には、トイレの段差解消のほ

か外構の舗装修繕、スロープについて、現状より緩

やかにする改修などを行います。改修工事は、来年

度、２０２５年度に着工し、年度内の完成を目指し

ます。なお、改修工事に必要な予算は、３月議会に

おいて来年度の当初予算として提案したいと考え

ています。 

 説明については以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（前野 文孝） 日高庁舎でコロナのときにち

ょっと課題になってたのは、今、トイレって基本的

に、扉がないつくりになっていて、豊岡の本庁舎も

そうなんですけど、日高庁舎だとほとんど扉があっ

て、結局、手を洗っても扉に触らなきゃいけなかっ

たみたいなことがあったんですよね。その辺の対策

は何か考えておられるんでしょうかというのが１

点と、それから、この庁舎の場合は、駐車場から庁

舎までの距離が長くて、障害者の方が結構歩く距離

が長くなるんです。これも、また今回もゆずりあい

のところが⑧番ということで相当な距離がありま

すから、以前の振興局のところで行われた意見交換

会の折に、区長さんとの懇談会のときに、今のこの

④番のスロープの近くに以前は車が止められたん

だけども、もう一回それが復活できないかみたいな

意見もあったと思うんですが、その意見はどうなっ

たのかというのを、この２点をちょっとお伺いしま

す。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） まず、ト

イレの改修についてです。前野委員ご指摘のとおり、

出入口も狭くて段差があって、しかもその中で手を

洗った後にドアノブを触らないといけないような

構造になっております。その辺りの対策として、ま
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ず、出入口はユニバーサルデザイン化を踏まえて広

く開口部を設けます。ドアについては、ちょっと詳

細は確認できてないんですけども、出入口というド

ア自体は設ける予定です。ただし、その辺り、衛生

管理も踏まえたところでの対策というのは必要だ

というふうに認識しましたので、ちょっとその辺り

は精査したいと思っております。 

 ２点目の駐車場です。報告資料に⑧番のゆずりあ

い駐車スペースと書かれております。これ以外に実

は、ちょっと分かりにくくて申し訳なかったんです

けども、報告資料２ページ目のユニバーサルデザイ

ン化事業のナンバー⑦とか⑧とかのところに、一番

下、庁舎玄関前に車椅子用駐車スペース新設という

ことで書かれておりまして、委員おっしゃったよう

に④の近くに直接乗り入れる駐車スペース、身障者

用の駐車スペースを新たに設ける予定として今、考

えております。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前野 文孝） いいです。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方どうですか。 

 はい、どうぞ、西田委員。 

○委員（西田  真） すみません、トイレなんです

けど、これはもう全て洋式化と、そして水道のほう

ですけど自動センサーのほうに今の流れ、特にコロ

ナとかいろんなことがありますので、そういうやつ

で設置されるということでよろしいでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） トイレの

改修です。トイレについては、一部、和式から洋式

化に既になっております。まだ、例えば２階の東側

のトイレ、２階は商工会が入ってるんですけども、

商工会の事務室の中のトイレについては全て洋式

化になっておりまして、商工会の２階のフロアの階

段上がったところに、東側にトイレがあるんですけ

ど、そこは和式がそのまま残っております。それと、

あと、そうですね、そこも今回の改修に合わせて和

式から洋式化を行う予定です。洋式化に行って、自

動水栓というか、自動で洗浄されるようなものとい

うのは、通常、ベーシックについておりまして、現

在の洋式化のトイレにも自動水栓、流れるようにな

っておりますし、手洗いのところも自動で流れるよ

うになっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） 和式はゼロということでよろ

しいでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 和式の便

器を全てこの改修の際に洋式化に行う予定です。で

すから、和式はゼロになります。 

○委員長（村岡 峰男） 以上ですか。 

○委員（西田  真） 以上です。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方。 

 はい、どうぞ。 

○委員（前野 文孝） 再びすみません。ＺＥＢ化な

んで、もちろんできるだけ省電力で造るというのは

基本なんですけども、太陽光発電の設置とかについ

ては全然ここの説明がないんですけども、その設置

の予定はどうなのか、もしあるとすればどれぐらい

のものを考えていらっしゃるのかということをち

ょっと。先ほども言いましたけど、やっぱり金額で

すね、どれだけコスト削減できるのかも、今日はな

いみたいなので、改めてでもいいのでお示しくださ

い。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 太陽光パ

ネルについては、現在ついております。ただし売電

できるだけのものの容量は全然なくて、年間に８円

と８円ですので、１６円だけ歳入がある程度のもの

で、そこでつくった電気を庁舎で使ってるという実

態です。幾らちょっと、節電効果が働いてるという

のがちょっとよく分からないとこあります。 

 それと、２点目の、今回の脱炭素化事業を行って、

実施前と比べましてどれだけ電気代が削減できる

かということは、現在、手元には詳細は持ってない

んですけども、それは基本計画の策定のときにそう

いう積み上げた資料がございますので、それはまた
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委員にお示ししたいなと思っています。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○委員（前野 文孝） 市民にも太陽光パネルの設置

とか蓄電池、災害時のことも含めてということでや

ってるわけですから、できれば、こうやってせっか

くＺＥＢ化を目指すんであれば太陽光発電の、今ま

でのは多分、何か象徴的に使ってる、学校もそうな

んだけども、もう少し積極的にそういうことも考え

てみられたらどうかと思います。これは意見までで

す。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方どうですか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（西田  真） 今、前野委員から質問があっ

て、前野委員にまた、どういいますか、詳細をお返

しいたしますと言っておられたんですが、委員長に

返してください。委員長に返してもらったら、私ら

全部回りますんで、よろしくお願いします。 

 委員長、以上です。 

○委員長（村岡 峰男） そのようにお願いしますね。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 詳細につ

いては委員長に資料をお配りします。 

○委員長（村岡 峰男） お願いします。 

 ほかにはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） １点だけ確認させてくださ

い。２つ目のこの図面の⑤の階段がありますね、こ

の階段はそのまま残るんですか。これ見たら改修と

あるけども、階段としては残るんですか。 

 はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） ⑤番の、

庁舎屋外東階段と西階段の改修と書かれておりま

す。こちらについては、駐車場の路面から庁舎の広

場に上がっていただく階段になってるんですけど

も、庁舎整備時から大幅に改修を行ってなくて、路

盤が傷んでたり、ちょっと一部、滑り止めみたいな

ものも剥がれていたりとかしておる状況ですので、

この階段を、現行の階段をきれいに直す改修です。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、バリアフリーには

ならないということですね、ここの階段については。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 委員長が

おっしゃるとおりバリアフリーには、この階段はな

らないんですけども、⑥のところに庁舎前屋外スロ

ープ改修ということで書かれておりまして、ここが

その階段に代わるスロープで、現行ちょっと傾斜が

きつくなってるようですので、今の基準に見合うよ

うな形で緩やかなスロープに改修するということ

と、手すりについてはちょっと太くなってますので、

今の基準に合うような形で手すりを細くして改修

を行うというものになります。 

 説明は以上です。 

○委員（前野 文孝） １点だけいいですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞどうぞ。 

○委員（前野 文孝） ごめんなさい、何度も。 

 ＡＴＭがあるところの駐車場から出るときに段

差がすごくって、よく前を擦る車が結構あるので、

今回の工事で出るか分かりませんけども、直された

ほうがええと思います。あのアスファルト盛ってる

んで、両方が、こうなってるんで、今。これは意見

で、すみません。 

○委員長（村岡 峰男） 今のは計画に入ってないん

ですね、今回のね。 

○委員（前野 文孝） これは入ってないですね、今

回はね。 

○委員長（村岡 峰男） あそこは市道ですか。 

○委員（前野 文孝） 市道です。 

○委員長（村岡 峰男） 市道。 

 はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課長（吉田 政明） 前野委員

おっしゃるとおり、ＡＴＭの利用者の方が駐車場に

止めて、駐車場に止めるときは大丈夫なんですけど、

駐車場から役場前線という、市道役場前に出るとき

に出入口を見誤って違うところから出られて車を

傷められるというケースが過去に何回かありまし

た。出入口がしっかり分かるようにカラーコーンだ

とかバリケードだとかを設置して、ここは通れませ

んよということはやってるつもりなんですけども、
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そこはちょっと利用者の方で何とか対応していた

だきたいなといったところで、今回の改修工事には

設計の内容については盛り込んでいない状況です。 

 説明については以上です。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 それでは、当局職員はここで退席いただいて結構

です。ご苦労さまでした。 

 それでは、これより議事順序を元に戻して、３の

協議事項、（２）意見・要望のまとめについて、ア

の委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで委員会意見・要望として委員長報告に付す

べき内容について協議いただきたいと思います。 

 どうでしょうか。（「一旦休憩してもらったら」

と呼ぶ者あり） 

 はい、じゃあ、休憩に入ります。 

午前１０時３６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３７分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、休憩を解きます。

委員会を再開します。 

 意見・要望については特にないということでよろ

しいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、そのように決定

します。 

 次に、委員長報告についてですが、内容につきま

しては正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前１０時３８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３８分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を再開します。 

 これより３の協議事項、（２）意見・要望のまと

めについて、イの分科会要望のまとめに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しましたので、ここで分科会意見・要望

として、予算決算委員会に報告すべき内容について

協議いただきたいと思います。 

 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時３８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時３８分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を再開します。 

 要望・意見についてはないということで取りまと

めたいと思いますが、それにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 分科会長報告についての内容については、正副分

科会長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会します。 

午前１０時３９分 分科会閉会 

──────────────────── 

午前１０時３９分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） 委員会を再開します 

これより、３、協議事項、（３）閉会中の継続審

査申出についてに入ります。 

 資料４ページにあります委員会重点調査事項を、

閉会中の継続審査事項として議長に対して申し出

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ９点ですね。ご異議なしと

認め、そのように決定しました。 

 それでは、次は、協議事項、（４）管外行政視察

研修についてを議題といたします。 
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 まず、日程ですが、管外視察の時期は何かと行事

の多い時期でありますので、ほかの行事等との重複

を避けるため、実施日程を協議いただきたいと思い

ます。 

 まず、事務局から５ページの管外行政施設研修日

程検討資料について説明をいたします。 

 事務局、お願いします。 

○事務局主幹（堂垣 真弓） ５ページのほうをご覧

いただきたいと思います。カレンダーを掲載させて

いただいております。４月は、来年度は市長選挙、

市議会議員補欠選挙がございますので、来年度も５

月でどうかというふうに考えております。また、来

年度は臨時議会がございまして、今のところ１３日

の予定ということでこちらのほうには掲載させて

いただいております。網かけをさせていただいてお

ります、５月１４日からの２泊３日、または、１９

日月曜日からの２泊３日で調整ができればという

ふうに考えております。どうしてもここで日程が合

わない場合には、６月は議会がございますので７月

ということで、７月のカレンダーもつけさせていた

だいておりますが、その次のページに今年の７月の

スケジュールの実績をつけさせていただいており

ますが、７月は病院議会ですとか特別委員会の視察、

そして今年度も会派の視察を７月にたくさん行か

れておりますので、その辺もご考慮いただけたらと

思います。 

 事務局からは以上です。 

○委員長（村岡 峰男） ただいま事務局から来年度

５月と７月の日程について、現在予定されている行

事等の説明もありましたので、管外視察の実施日程

について協議をお願いします。 

ここで委員会を暫時休憩します。 

午前１０時４４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時４６分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） 委員会を再開します。 

それでは、５月１９日月曜日から５月２１日水曜

日で行うということでご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） その方向で決定しました。

５月１９日から５月２１日ですね。今後不都合が起

きない限りはこの日程で実施したいと思いますの

で、委員の皆さんは予定の確保をお願いしておきま

す。 

 次に、視察内容についてですが、７ページから９

ページにこれまでの管外視察実績一覧表を添付し

ておりますが、視察内容や視察先について協議いた

だきたいと思います。ご意見お願いします。 

 暫時休憩します。 

午前１０時４７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５０分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 視察日程につきましては、来年５月１９日から２

１日の月、火、水を充てたいと思いますので、委員

の皆さんはそれぞれ予定に組み込んでおいてくだ

さい。 

 さらに、視察内容、視察先につきましては今後選

定をいただいて、意見がありましたら正副委員長の

ほうへ申し出ていただければと思います。この件に

ついてはこの程度にとどめたいと思います。 

 これより、５番、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ないようですので、以上を

もちまして総務委員会を閉会いたします。お疲れさ

までした。 

午前１０時５２分 委員会閉会 

──────────────────── 


